
いよいよ住民告知放送がはじまるんです
ね。改めて博士、住民告知放送について
詳しく教えて！

じゃあ「定時放送」はどんな放送なの？

へーそうなんだ。市役所からの情報をい
つも聞くことができるんだね。それで、
「臨時放送」は？

これから台風がやってくる時季にもなる
から、防災に関する情報が流れてくると
思うと心強いなぁ。じゃあ博士、もう一度
機能を教えて！

市が放送するのは、「緊急放送」、「定時放
送」、「臨時放送」の３つを予定しておる。
「緊急放送」は、全国瞬時警報システムに
よる情報や災害情報、災害予知情報、例
えば「避難準備情報」などを放送するん
じゃ。緊急の情報じゃから、昼・夜問わ
ず、住民告知端末のボリューム調整に関
係なく、最大音量で放送されるぞ。

「定時放送」は、市からの行政情報、例え
ば各種申請やイベントなどのお知らせを
する。日時は、朝の放送は市役所開庁日
の翌日、通常は火曜日から土曜日の６時
30分からじゃの。夜の放送は開庁日に放
送するので、通常は月曜日から金曜日の
20時から放送することになる。

「臨時放送」は、定時放送の時間帯以外の
時に、すぐお知らせすべき情報が放送さ
れる。例えば、火災が発生した場合には、
消防団員の参集などの情報を昼・夜な
く（※）、地域全域（合併前の旧市町単
位の区域）に放送することになるぞ。
※消防団員参集のみ

それでは、主な告知端末の機能を教える
ぞ！操作も簡単じゃから、この機会に覚
えておくのじゃ！
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連絡ボタン

大きさ：縦22㎝×横20㎝

これを押すとあらかじめ設
定された連絡先へメールな
どが届く。利用方法は市内
部で検討中じゃ。

この端末には、流れる放送を最大8
件10 分間録音できる機能がある。
録音があるときは、このボタンが点
滅しておる。このボタンを押すこと
で端末に録音されている放送を聞
くことができるんじゃ。

緊急放送はつまみ
で無音にしていて
も最大音量で放送
が流れるんじゃ。

ここから音声の放
送が流れるんじゃ。

全部で４つチャンネルがあるが、
通常は無音で市からの放送がある
ときだけ放送が聞けるチャンネル
が２つ、24時間ラジオ放送が流れ
るチャンネルが2つ設定されるん
じゃ。

これを押すと放送
を録音できるんじ
ゃ。

録音ボタン

再生ボタン

点字表示

チャンネル切替つまみ

音量調整
つまみ

大型スピーカー

庄原市に光がやってきます
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市
内
全
域
に
整
備
さ
れ
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー

の
回
線
を
活
用
し
て
、緊
急
情
報
や
行
政
情
報

を
お
知
ら
せ
す
る「
住
民
告
知
放
送
」の
実
施

ま
で
１
カ
月
を
切
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
に
光
フ
ァ
イ
バ
ー
が
整
備
さ
れ
る

エ
リ
ア
の
う
ち
、庄
原
地
域
の
庄
原
電
話
交
換

局
管
内
で
10
月
21
日
か
ら
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の

宅
内
工
事
が
は
じ
ま
り
、使
用
申
請
書
を
提
出

し
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
に
よ
る
確
認
が
完
了
し
た

世
帯
・
事
業
所
に
は
住
民
告
知
端
末（
放
送
が
聞

け
る
機
器
）が
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
あ
わ
せ
同
日
か
ら
住
民
告
知
放
送
を

開
始
し
ま
す
。つ
づ
い
て
東
城
地
域
の
東
城
電
話

交
換
局
管
内
が
11
月
末
、さ
ら
に
庄
原
地
域
の

山
内
電
話
交
換
局
管
内
が
12
月
末
の
予
定
で
光

フ
ァ
イ
バ
ー
の
宅
内
工
事
が
は
じ
ま
り
、住
民
告

知
放
送
の
エ
リ
ア
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

庄
原
市
に
光
が
や
っ
て
き
ま
す

　

今
回
は
、
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ
の
お
知
ら

せ
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
（
関
係
書
類
へ

の
記
載
）
が
義
務
付
け
ら
れ
る
事
業
者

　

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
従
業
員
を

雇
用
す
る
す
べ
て
の
事
業
者
が
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
個
人
事
業
主
も
従
業
員
な
ど
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
関
係
書
類
に
記
載
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
り
扱
い
ル
ー
ル
を

決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
担
当
者
や
責

任
者
を
明
確
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

通
常
、
担
当
者
は
給
与
支
払
業
務
の
従
事

者
、
責
任
者
は
、
そ
の
上
司
と
な
り
ま
す
。

担
当
者
や
責
任
者
の
指
定
は
、
必
ず
し
も
個

人
名
の
必
要
は
な
く
、
部
署
名
や
事
務
所
名

で
も
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
目
的
（
源
泉
徴
収

や
健
康
保
険
の
手
続
き
な
ど
）
を
従
業
員
に

説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
保
管（
記
録
）・
廃
棄（
消

去
）
方
法
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

※
従
業
員
が
１
０
０
人
以
上
の
事
業
者
は
、

明
確
な
基
本
方
針
や
取
扱
規
程
な
ど
を
策
定

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
注
意
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
本
人
の
同
意

が
あ
っ
て
も
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
以
外

で
の
利
用
や
提
供
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

マイナンバーの利用の開始時期
開始時期 平成28年１月１日から 平成29年１月１日から

関係書類
（マイナンバー
の記載が義務付
けられる書類）

●税関係の書類
●雇用保険関係の書類
●国民健康保険組合に提出
する書類　　など

●厚生年金関係書類
●健康保険関係書類( 国民
健康保険組合に提出する書
類を除く。)　　など

※関係書類への記載前に従業員のマイナンバーの確認（把握）をお願いします。

○マイナンバー制度に関するお問い合わせや出前トークの申し込み
企画課政策推進係　☎0824-73-1112
○マイナンバー制度に関する詳しい内容のお問い合わせ
総務省マイナンバーコールセンター　☎0570-20-0178（平日9:30～17:30）
○税関係の届出様式の変更やその他マイナンバーの情報
総務省マイナンバーホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

住
民
告
知
放
送

始
ま
り
ま
す
！

10月21日放送開始！

●住民告知端末使用申請書受け付け中です
　本年度サービスが開始される、庄原電話交換局・東城電話交換局・山内電話交換局管内の整備エリアの皆さんからの
申請を受け付けています。申請書は、情報政策課・東城支所総務室へ提出してください。
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